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第１章 計画の概要 

 

 

１  計画策定の背景と目的 

 

全国的に人口減少や少子高齢化、核家族化が進んでいることが原因で、世帯規模の縮小や

世帯数の減少が見込まれており、居住その他の使用がなされていない建物（以下、「空家等」と

いう。）が増加傾向となっています。 

 

管理が不十分な空家等は、建物の老朽化による倒壊、火災や延焼、ごみの不法投棄などの誘発、

害虫や害獣の発生、樹木の越境や草木の繁茂など、防災面・衛生面・景観面において地域住民の

生活環境に悪影響を及ぼすとともに、空家等が増加することによって、地域の景観が損なわれ、

地域活力の低下につながり、良好な地域コミュニティの継続を阻害する要因となっているなど、

大きな社会問題となっています。 

 

このような状況の中、国では、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活

環境の保全、また空家等の活用を促進することを目的に、平成27（2015）年5月に「空家等対策

の推進に関する特別措置法（以下、「空家法」という。）」が施行され、市町村が地域の実情に応じた

空家等に関する対策の実施主体として位置付けられました。また、令和5(2023)年6月に空家法

が改正され、空家等対策をさらに進めるため、「活用の拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除却

等」の三本の柱が掲げられました。 

 

本町では、これまで空家等実態調査、空家等の適正管理に係る周知・啓発等、空き家バンク、

空き家活用推進事業補助金などを通じて空家等対策に取り組んできましたが、令和６（2024）

年に実施した「中井町空家等実態調査」では使用実態がない可能性が高い物件（空家等）が134件

となっており、今後の人口減少や少子高齢化、核家族化のさらなる進行等を踏まえると、住宅が

次の世代に引き継がれず、空家等が増加していくことが懸念されます。 

 

このような状況を踏まえ、地域の実情に応じた本町の空家等対策に向けた基本方針や具体的な

取組を示し、より総合的かつ計画的な空家等対策を推進することを目的に、「中井町空家等対策

計画」を策定するものです。 
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２  計画の位置付け  

本計画は、空家法第７条に規定する空家等対策計画であり、国の基本指針に即し、空家等に

関する対策を総合的かつ計画的に実施するために策定する計画です。 

また、「第七次中井町総合計画」を上位計画とし、「中井町都市マスタープラン」等の各種計画

と整合を図りながら、空家等に関する対策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  「空家等」の定義 

本計画は、空家法第2条第１項の規定に基づき、建築物又はこれに付属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）を「空家等」と定義します。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理

するものは除きます。 

また、空家法第2条第2項の規定に基づき、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われて

いないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために

放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を「特定空家等」と定義します。 

さらに、空家法第13条第１項の規定に基づき、そのまま放置すれば特定空家等に該当すること

となるおそれのある状態にあると認められる空家等を「管理不全空家等」と定義します。 

 

  

中井町 

空家等対策計画 

第七次中井町総合計画 

中井町都市マスタープラン 

中井町国土強靭化地域計画 

中井町地域防災計画   等 

○国 

・空家等対策の推進に関する

特別措置法 

 

・空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に実行するための

基本的な指針 

○神奈川県 

・神奈川県空家等対策計画 

（モデル計画） 

■本計画の位置付け 
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■「空家等」の定義 

空家等 

建築物又はこれに附属する工作物であって 

居住その他の使用がなされていないことが 

常態であるもの及びその敷地 

特定空家等 

①放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより 

著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが 

不適切である状態 

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば 

特定空家等に該当することとなるおそれのある状態 

管理不全空家等 

管
理
の
状
態 

良好 

不良 ※写真は全てイメージです 
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第２章 現状と課題 

 

 

１  人口及び世帯数の推移 

（１）中井町の総人口と高齢化率の推移 

本町の総人口は、令和２（2020）年では9,300人となっています。令和７（2025）年以降も

人口は減少することが予測されており、令和17（2035）年では7,712人と予測されています。 

また、「年少人口（15歳未満）」及び「生産年齢人口（15～64歳）」は減少傾向となっており、

「老年人口（65歳以上）」は令和７（202５）年をピークに、その後は減少傾向となることが予測

されています。 

なお、高齢化率については、総人口の減少に対し、老年人口（65歳以上）の減少が緩やかで

あるため、今後も高齢化率は上昇すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,586 1,370 1,299 1,270 1,076 871 661 575 503 

7,574 
7,344 6,930 

6,295 

5,571 
5,055 

4,740 
4,359 

3,900 

1,234 
1,507 

1,944 
2,439 

3,032 

3,374 3,415 

3,353 

3,309 

12%

15%

19%

24%

31%

36%

39%

40%

43%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17

年少人口(15歳未満) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上) 高齢化率

10,398 10,222 10,173 10,010 
9,679 

9,300 

8,816 

8,287 

7,712 

（人） （％） 

資料：国勢調査（Ｈ７～Ｒ２） 

国立社会保障・人口問題研究所にする推計（R７～R12） 

実績値 推計値 
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（２）中井町の世帯数と世帯構成別一般世帯の推移 

本町の世帯数は、増加傾向となっており、令和２（2020）年では3,425世帯となっています。 

また、世帯構成別では「単独世帯」、「夫婦のみ」が増加傾向となっており、令和２（2020）年の

「単独世帯」は777世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中井町の年齢別単独世帯数の推移 

本町の年齢別単独世帯数は、「70歳以上」が増加傾向となっており、令和２（2020）年では

257世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

532 583 626 670 777 

447 
569 

705 793 
873 

1,161 
1,137 

1,108 
1,062 

941 
258 

217 
179 151 120 669 

686 
715 676 714 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H12 H17 H22 H27 R2

単独世帯 夫婦のみ 夫婦と子ども ひとり親と子ども その他の世帯

3,067
3,192

3,333 3,352 3,425

174 
99 99 

61 68 

135 

146 
80 

64 45 

61 

65 

95 

97 
82 

64 
98 

96 

103 
97 

42 91 
117 

143 
133 

54 
79 130 190 257 

0

100

200

300

400

500

600

700

H12 H17 H22 H27 R2

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

（世帯） 

資料：国勢調査（Ｈ７～Ｒ２） 

（世帯） 

532 
583 

622 
662 

684 

資料：国勢調査（Ｈ７～Ｒ２） 

※「20歳未満」、H17以降の「年齢不詳」を除いた数値となっているため、（２）の「単独世帯」との合計数が異なる。 
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２  空家等の現状 

（１）全国及び神奈川県の空家等の現状 

全国の空家数及び空家率は増加傾向となっており、令和５（2023）年の空家数は約900万戸、

空家率は13.8％となっています。 

一方で、神奈川県の空家数及び空家率は、平成25（2013）年をピークに、その後は減少傾向と

なっており、令和５（2023）年では空家数は約47万戸、空家率は9.8％となっています。 

 

 

  

項目 単位 H15 H20 H25 H30 R5 

住宅数 戸 

53,890,900 57,586,000 60,628,600 62,407,400 65,046,700 

3,752,000 4,067,800 4,350,800 4,503,500 4,765,000 

空家数 戸 

6,593,300 7,567,900 8,195,600 8,488,600 9,001,600 

391,600 428,600 486,700 484,700 467,100 

空家率 ％ 

12.2 13.1 13.5 13.6 13.8 

10.4 10.5 11.2 10.8 9.8 

空家等

の分類 

二次的住宅 

（別荘） 
戸 

498,200 411,200 412,000 381,000 383,500 

31,300 23,700 24,600 18,100 15,300 

賃貸住宅 戸 

3,674,900 4,126,800 4,291,800 4,327,200 4,435,800 

249,400 260,700 304,300 295,000 279,000 

売却用住宅 戸 

302,600 348,800 308,200 293,200 326,200 

24,300 28,000 24,500 23,800 21,800 

その他

の住宅 

数 戸 

2,117,600 2,681,100 3,183,600 3,487,200 3,856,000 

86,600 116,300 133,200 147,700 151,000 

割合 ％ 

32.1 35.4 38.8 41.1 42.8 

22.1 27.1 27.4 30.5 32.3 

（単位：戸） 

（上段：全国、下段：神奈川県） 

資料：住宅・土地統計調査（Ｈ15～Ｒ5） 
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（２）中井町の空家等の現状 

本町では、令和６（2024）年度に外観目視による空家等判定を行う「中井町空家等実態調査」

を実施し、その調査結果によると空家等数は134戸でした。 

地区区分別でみると、「井ノ口地区」が68戸と最も多く、次いで「中村下地区」が51戸となって

います。 
 

地区区分 空家等数（戸） 割合（％） 

井ノ口地区 68 50.7% 

境地区 5 3.7% 

中村下地区 51 38.1% 

中村上地区 10 7.5% 

合 計 134 100.0% 

 
 

（３）町内の空家等に関する相談等 

町内の空家等に関する相談等は、年間数件程度となっており、主な相談内容は、「草木の繫茂」

についての相談となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

資料：中井町空家等実態調査業務委託報告書（令和6（2024）年12月） 

※画像はイメージです 
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３  空家等実態調査 

（１）中井町空家等実態調査の概要 

空家等対策を進めていくにあたり、本町における空家等の実態を把握するため、令和６（2024）

年度に中井町空家等実態調査を実施しました。 

 

実施期間 令和６（2024）年６月１９日～令和６（2024）年７月９日 

調査範囲 中井町全域 

調査方法 

現地調査は、タブレット端末にて現地調査、１棟ごとに現地調査票

を作成し、次のとおり空家等の状況写真撮影を行った。 

 ・近景   建物正面からの建物全体写真 

 ・遠景   隣接する建物等を含めた周辺環境が分かる写真 

 ・その他    空家等の判定基準に該当する部分の写真 

調査対象 
水道閉栓リスト（298件）及びゼンリン社製「空家候補コンテン

ツ（120件）」を基に、調査対象物件を239件とした。 

実施件数 

調査対象物件239件に対し、現地調査を行った結果、19件は

物件が現存せず、残り220件に対して、使用実態の把握、空家等

判定調査及び空家等評価判定を行った。 

 

（２）中井町空家等実態調査の結果 

① 不良度判定の結果 

空家等判定調査の結果、調査を行った220件のうち、使用実態がない可能性が高い（空家等）

と判定された建築物は134件となりました。 

また、使用実態がない可能性が高い（空家等）と判定された建築物については、不良度判定

を実施しました。不良度判定の結果は、以下の通りです。 

 

ランク 判定内容 件数 

A 損傷等もなく、管理に特段の問題がない。 40件 

B 

敷地内の樹木が繁茂しているか、ごみが

堆積しており、管理状況に改善の余地が

ある。 

40件 

C 

建物の一部に損傷等があり、小規模な修

繕が必要となるなど、管理状況に改善の

余地がある。 

43件 

D 
建物に著しい損傷等があり、中～大規模な

修繕が必要となるなど、管理状況が劣る。 
11件 

Ｅ 

建物の主体構造部に損傷がみられ、大規模

な修繕や除却等が必要となるなど、管理

状況が著しく劣る。 

０件 

  

29.9

29.9

32.1

8.2

ランクA ランクB ランクC 

ランクD ランクE

資料：中井町空家等実態調査業務委託報告書（令和6（2024）年12月） 

【不良度判定の結果】 

（単位：％） 
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 ② 道路の幅員 

道路の幅員については、「幅員２～４ｍ」が66.4％

と最も多く、次いで「幅員４ｍ以上」が32.8％、

「幅員２ｍ未満」が0.7％となっています。 

 

 

 

 

４  所有者向けアンケート調査 

（１）所有者アンケート調査の概要 

本町では、中井町空家等実態調査で使用実態がない可能性が高い（空家等）と判定された

建築物の所有者に対して、空家等の現状、管理について、今後の活用など、所有者のニーズを

把握するために、アンケート調査を実施しました。 
 

実施期間 令和６（2024）年10月１0日～令和６（2024）年11月5日 

調査方法 郵送による送付 

調査対象 

134件 

※使用実態がない可能性が高い物件（空家等）と判定された 

建築物の所有者 

主な調査項目 

空家等の現状 

・空家等の現在の状況 

・空家等の建築時期 

・空家等に住まなくなってからの期間 

・空家等に住まなくなった理由 

・空家等の状態 

・空家等の管理状況 

空家等の管理について 

・空家等の主な維持管理者 

・空家等の管理頻度 

 ・空家等の管理を行っていない理由 

空家等の利用意向について 

・空家等の利活用の意向 

・空家等を売却・譲渡するにあたって 

心配な点 

 ・中井町空き家バンクの認知度 

 ・中井町空き家バンクの利用の考え 

 ・移住希望者等向けのお試し住宅の 

  利用意向 

 ・空家等を貸し出すにあたって 

  心配な点 

 ・空家等の利活用にあたって行政に 

望むこと   

32.8

66.4

0.7

幅員4m以上 幅員2～4ｍ 幅員2m未満

（単位：％） 

資料：中井町空家等実態調査業務委託報告書（令和6（2024）年12月） 
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（２）所有者アンケート調査の結果 

 ① 空家等の現在の状況について（単一回答） 

空家等の現在の状況については、「使用していない（空き家である）」が24件と最も多く、

次いで「物置・倉庫として使用している」が13件、「親族以外に貸している」が７件となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 空家等に住まなくなってからの期間について（単一回答） 

空家等に住まなくなってからの期間については、「10年以上」が37.9％と最も多く、次いで

「５～10年未満」が17.2％、「１～２年未満」が13.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 ③ 空家等に住まなくなった理由について（単一回答） 

空家等に住まなくなった理由については、「賃貸経営用に所有している借り手が見つからない

ため」が９件と最も多く、次いで「親等が所有する住宅を相続したが住んでいないため」が６件、

「別の住宅に引っ越したが前の住宅をまだ所有しているから」が５件となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

24

13

7

6

4

2

2

4

0 10 20 30

使用していない（空き家である）

物置・倉庫として使用している

親族以外に貸している

別荘・セカンドハウスとして使用している

所有者本人または親族が住んでいる

事業用として使用している

既に建物の取り壊しが決定している

その他

3.4 13.8 6.9 10.3 17.2 37.9 10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年未満 １～２年未満 ２～３年未満 ３～５年未満 ５～10年未満 10年以上 その他

9

6

5

3

3

5

0 2 4 6 8 10

賃貸経営用に所有しているが借り手が

見つからないため

親等が所有する住宅を相続したが

住んでいないため

別の住宅に引っ越したが前の住宅を

まだ所有しているから

入院や福祉施設への入所などにより

長期的に不在となっているため

売却などをするため

その他

（件） 

 （n=62） 

※無回答を除く 

※複数回答を含む 

（n=29） 

※無回答を除く 

（件） 

 （n=31） 

※無回答を除く 

※複数回答を含む 
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 ④ 空家等の管理頻度について（単一回答） 

空家等の管理頻度については、「年１回～数回程度」が44.1％と最も多く、次いで「月１回～

数回程度」が29.4％、「週１回～数回程度」が11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 空家等の利活用の意向について（複数回答） 

空家等の利活用の意向については、「売却・譲渡したい、または条件があえば売却・譲渡しても

よい」が13件、「賃貸住宅等として貸したい、または条件があえば貸してもよい」が９件、「所有者

本人や本人の家族の物を保管する物置として利用したい」が５件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 空家等を売却・譲渡するにあたって心配な点について（複数回答） 

空家等を売却・譲渡するにあたって心配な点については、「現在ある家財道具等を搬出したり

片づけたりするのが手間ではないのか」と「買い手がつかないのではないのか」がともに５件と

最も多く、次いで「契約などの手続きが面倒なのではないのか」が４件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.8 29.4 44.1 14.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

週１回～数回程度 月１回～数回程度 年１回～数回程度 その他
（n=34） 

※無回答を除く 

13

9

5

4

4

3

0 2 4 6 8 10 12 14

売却・譲渡したい、または条件があえば

売却・譲渡してもよい

賃貸住宅等として貸したい、または条件が

あえば貸してもよい

所有者本人や本人の家族の物を保管する

物置として利用したい

所有者本人もしくは本人の家族が住む

住宅として利用したい

別荘・別宅として時々滞在するために

利用したい

その他

（件） 

（n=3８） 

※無回答を除く 

5

5

4

2

2

1

3

6

0 1 2 3 4 5 6

現在ある家財道具等を搬出したり片づけたり

するのが手間なのではないか

買い手がつかないのではないか

契約などの手続きが面倒なのではないか

更地として売却・譲渡する場合に、取り壊し費用

が必要なのではないか

どうやって売却・譲渡すればよいかを誰に相談

したらよいかわからない

家族や親族の同意が得られないのではないか

その他

特に心配はない

（件） 

（n=2８） 

※無回答を除く 
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 ⑦ 中井町空き家バンクの認知度について（単一回答） 

中井町空き家バンクの認知度については、「知って

いた」が 38.1％、「知らなかった」が 61.9％となって

います。 

 

 

 ⑧ 空家等を貸し出すにあたって心配な点について（複数回答） 

空家等を貸し出すにあたって心配な点については、「貸し出すには相応のリフォームが必要

なのではないか」と「借り手がつかないのではないか」がともに９件と最も多く、次いで「現在

ある家財道具等を搬出したり片づけたりするのが手間なのではないか」が８件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 空家等の利活用にあたって行政に望むことについて（複数回答） 

空家等の利活用にあたって行政に望むことについては、「修繕・取り壊しの費用を助成して

ほしい」が14件と最も多く、次いで「よい借り手を紹介してほしい」が６件、「建物の耐震性、

老朽化による危険性の診断を支援してほしい」が４件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.1

61.9

知っていた 知らなかった

（n=21） 

※無回答を除く 

（単位：％） 

9

9

8

7

6

5

4

4

1

1

0

0 2 4 6 8 10

貸し出すには相応のリフォームが

必要なのではないか

借り手がつかないのではないか

現在ある家財道具等を搬出したり片づけたりするのが

手間なのではないか

契約などの手続きが面倒なのではないか

一度貸し出すと返してもらうのが大変なのではないか

入居者への対応などが大変なのではないか

家賃収入に対して維持管理費の負担が

大きいのではないか

賃貸住宅のオーナーとして様々な責任や義務が

生じるのではないか

どうやって貸せばよいかを誰に相談したらよいか

わからない

その他

特に心配はない

（件） 

（n=54） 

※無回答を除く 

14

6

4

2

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14

修繕・取り壊しの費用を助成してほしい

よい借り手を紹介してほしい

建物の耐震性、老朽化による危険性の

診断を支援してほしい

修繕・管理に詳しい建築・不動産の専門家を

紹介してほしい

その他

特にない

（件） 

（n=31） 

※無回答を除く 
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５  空家等の課題 

空家等を取り巻く現状や中井町空家等実態調査、所有者アンケート調査の結果から、空家等

対策を進める上で、以下の３つの地域課題を整理しました。 
 

地域課題（ １ ）：空家等の発生予防 

本町の70歳以上の単独世帯が年々増加していることや近年の高齢化率の状況を踏まえると、

空家等の所有者の高齢化が進み、施設入所や死亡時の相続放棄などによる管理者の不在や相続

登記がされずに所有者が不明となってしまい、空家等が適正に管理されず放置される可能性が

考えられます。 

そのため、所有者等に対して空家等対策の取組などの情報提供を行い、所有する建築物を空家

等にしないための予防策を講じるとともに、所有者自身の管理意識を醸成することが必要です。 

 

地域課題（２）：空家等の流通・利活用 

所有者アンケート調査では、空家等に住まなくなった理由として「賃貸経営用に所有している

が借り手が見つからないため」、空家等を貸し出すにあたって不安な点として「貸し出すには相

応のリフォームが必要なのではないか」と「借り手がつかないのではないか」がそれぞれ最も多

い結果となりました。 

さらに、「中井町空き家バンク」の認知度は約４割と、空家等の利活用の取組が地域全体に浸透

していないことも問題点として挙げられます。 

そのため、修繕・除却に関する相談体制の強化や利用希望者の紹介、「中井町空き家バンク」

などを活用した空家等の売却・賃貸の情報提供を通じた空家等の利活用の促進が必要です。 

 

地域課題（３）：空家等の適正管理 

本町における空家等の現状は、管理状態の悪い空家等は比較的少ない状況ではありますが、

令和６（2024）年に実施した中井町空家等実態調査の結果、草木の繫茂やごみの除去など軽微

な措置を必要とする空家等は約６割、建物に著しい損傷がある空家等は約１割となっています。 

また、所有者アンケート調査では、空家等に住まなくなってから「10年以上」経過している割合

が約４割、管理頻度は「年１回～数回程度」が最も多い結果となっており、空家等の老朽化によって

周辺住民の生活環境に影響を及ぼすことが懸念されます。 

そのため、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空家等の実態を継続的に把握するとともに、

地域の関係団体等と連携した相談体制の強化や空家等の適正管理に係る周知啓発が必要です。 

なお、今後、特定空家等や管理不全空家等が町内に発生した際には、除却や跡地の活用など

の検討を進めていく必要があります。  
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第３章 基本方針 

 

 

１  基本方針 

本町では、（１）空家等の発生予防、（２）空家等の流通・利活用、（３）空家等の適正管理に関する

地域課題が挙げられています。 

それぞれの地域課題の解消に向けて、以下の３つの基本方針を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口減少や少子高齢化、核家族化などの要因で全国的に空家等が増加しており、本町に

おいても空家等が増加することが懸念されるため、空家等の発生を予防する方策として、

空家等対策の取組の情報提供や周知啓発を行います。 

また、空家等を増加させないためには、地域で共同して事前の対策を講じることが重要で

あるため、本町における関係部署、関係団体、専門家、自治会等と連携を図り、総合的な空家

等の予防対策を推進します。 

空家等を利活用することによって、景観の改善や地域コミュニティの拡大、移住・定住の

促進が期待されるため、「中井町空き家バンク」などを活用した空家等の売却・賃貸の情報

提供を通じた利用希望者とのマッチングを推進します。 

空家等は、老朽化することによって周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすことが懸念

されるため、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空家等の実態を把握し、継続的な空家等

の適正管理を行います。 

また、所有者の施設入所や死亡時の相続放棄などを起因として、空家等が適正に管理さ

れず放置されることを未然に防ぐため、所有者に対する相談支援や空家等の発生が及ぼす

悪影響に関する周知啓発を行い、所有者に対する管理意識の醸成を図ります。 

空家等の発生予防と地域との連携 １ 
基本方針 地域課題（１）：空家等の発生予防に対する基本方針 

空家等の利活用の促進 ２ 
基本方針 地域課題（２）：空家等の流通・利活用に対する基本方針 

空家等の適正な管理と所有者に対する管理意識の醸成 ３ 
基本方針 地域課題（３）：空家等の適正管理に対する基本方針 
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２  計画の期間 

本計画の計画期間は、令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間とします。 

なお、本計画は、国・県の施策の動向や社会・経済情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて見直し

を行います。 

 

計画名 
令和８年度 

（2026） 

令和９年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

令和12年度 

（2030） 

第七次中井町総合計画      

中井町空家等対策計画      

 

３  対象地区 

本計画の対象とする地区は、中井町全域とします。 

 
 

４  対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等の種類は、空家法第2条第1項に規定される「空家等」のうち、戸建て

住宅（店舗等併用住宅を含む。）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和８（2026）年度～令和12（2030）年度 

令和８（2026）年度～令和17（2035）年度 

出典：国土交通省 
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第４章 空家等対策の具体的な施策 
 

 

１  具体的な施策の体系 

本町では、３つの基本方針に基づき、関連する具体的な施策を推進します。関連する具体的な

施策の体系図は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基 本 方 針 

基本方針 １ 

空家等の発生予防と 

地域との連携 

基本方針 ２ 

空家等の 

利活用の促進 

基本方針 ３ 

空家等の適正な管理と 

所有者に対する 

管理意識の醸成 

具  体  的  な  施  策 

① 

② 

③ 

④ 

中井町空き家活用推進補助金 

中井町空き家適正管理補助金 

中井町空き家活用創業支援補助金 

中井町空き家バンク 

① 

② 

③ 

空家等の適正な管理を促す文書の同封 

管理不全空家等に対する措置 

特定空家等に対する措置 

① 

② 

③ 

民間事業者や関係団体等との協力体制の構築 

庁内における空家等対応の体制整備 

住宅の所有者等の意識涵養 

④ 高齢者やその家族等への周知啓発 

空家等実態調査及び所有者アンケート調査の

実施 
⑤ 

④ 管理が困難な所有者等への支援 
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２  施策の展開 

 

基本方針１ 空家等の発生予防と地域との連携 

 

 

 

① 民間事業者や関係団体等との協力体制の構築 

空家等の問題については、管理者不在による敷地内の草木繁茂から相続を代表する法律、

税務上の問題まで多岐にわたるため、空家等の発生予防においては、専門的な知識を有する

民間事業者や関係団体等との連携が重要になります。 

そのため、空家等対策に関連する連携協定の締結等により、専門的な知識を有する民間事業者

や関係団体等との連携を図ることで、空家等を発生させないための協力体制を構築します。 

 

② 庁内における空家等対応の体制整備 

空家等に係る相談内容については、複合的な問題が生じることもあるため、庁内における

空家等対応の体制を整備し、庁内の関係部署と連携・情報共有等を行いながら、適切な空家

等対策を推進します。 

 

③ 住宅の所有者等の意識涵養 

町の広報紙やホームページ、SNS等を活用しながら、住宅の所有者等に対して空家等対策に

関する情報提供を行うとともに、個別の文書やチラシ等でも周知・啓発に努めます。 

 

④ 高齢者やその家族等への周知啓発 

地域で活動している自治会や地域包括支援センター等と連携しながら、終活講座や各種セミナー

等を通じて、住宅を所有する高齢者やその家族等に対する意識啓発を行います。 

 

⑤ 空家等実態調査及び所有者アンケート調査の実施 

町内の空家等の状況を継続的に把握するために、空家等実態調査を実施するとともに、調査

において使用実態がない可能性が高い（空家等）と判定された建築物の所有者に対しては、アン

ケート調査を実施し、空家等に対する意向を把握します。 

また、空家等実態調査及び所有者アンケート調査は、定期的に実施するものとし、今後の空家等

対策の充実を図るための基礎資料とします。 

  

空家等の発生予防と地域との連携 １ 
基本方針 地域課題（１）：空家等の発生予防に対する基本方針 
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■ 空家等実態調査及び所有者アンケート調査の実施フロー（令和６（2024）年度実施内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現地調査対象物件の特定 

水道閉栓リスト等をもとに住所照合を行い、住宅及び

併用住宅の空家等候補を抽出したうえで現地調査の対

象物件を選定しました。 

現地調査項目の策定 

国土交通省において例示されている現地調査項目等を

参考に、空家等の可能性の有無及び建物や敷地内等

の状況に基づく空家等の不良度を把握するための現地

調査項目を策定しました。 

所有者アンケートの実施 
使用実態がない可能性が高い物件（空家等）の所有者に

対し、アンケートを実施しました。 

報告書の作成 
所有者アンケート調査の回答結果を踏まえ、調査結果

をとりまとめた報告書を作成しました。 

所有者情報等の整理 

使用実態がない可能性が高い物件（空家等）の所有者

の氏名、住所や建築年月日等の情報の整理を行いま

した。 

空家等実態調査の実施 
現地調査では、１棟ごとに現地調査票を作成し、空家等

の状況写真の撮影を行いました。 
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基本方針２ 空家等の利活用の促進 

 

 

 

① 中井町空き家バンク 

空家等所有者と利用希望者をマッチングする「中井町空き家バンク」を通じて、空家等所有者が

登録した空家等の情報を、町ホームページで公開することによって、空家等の流通・利活用を促進

しています。 
 

■ 中井町空き家バンクの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中井町空き家活用推進補助金 

空家等の取得及び改修費用の一部を補助することによって、本町の移住・定住人口の増加及び

地域の活性化を図るとともに、空家等の有効な利活用を推進します。 

 

③ 中井町空き家適正管理補助金 

空き家バンク登録物件において売買契約を締結した際に、元の所有者に補助金を交付する

ことによって、中井町空き家バンクの活用を促進します。 

 

④ 中井町空き家活用創業支援補助金 

空家等を活用して新規創業をする事業者に対して、空家等の取得費用の一部を補助すること

によって、空家等の有効な活用を促進するとともに、地域の活性化及び地域づくりの推進を

図ります。  

空家等の利活用の促進 ２ 
基本方針 地域課題（２）：空家等の流通・利活用に対する基本方針 

中井町 

空き家バンク 

※町では空家等物件のあっせんや 

  売買・賃貸借の仲介は行っておりません。 

交渉・契約 

① 空家等物件の 

登録申込 

② 物件の現地確認 

③ 物件の登録 

空家等所有者 

（空家等を売りたい・貸したい人） 

利用希望者 

（空家等を買いたい・借りたい人） 

① 空家等物件の公開 

② 空家等物件の閲覧 

③ 交渉開始の申込み 

・空家等物件の情報がホームページ等で 

公開されます。 

・利用希望者から交渉の申込みがあった 

場合は、町から連絡が入ります。 

・申込みを受け付けた後、町が所有者へ交渉の 

 申込みがあったことを連絡します。 

・利用希望者へ所有者から直接連絡が入ります。 
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基本方針３ 空家等の適正な管理と所有者に対する管理意識の醸成 

 

 

① 空家等の適正な管理を促す文書の同封 

町が送付する「固定資産税納税通知書」に、空家等の適正管理に関する文書を同封することに

よって、空家等の所有者に対する管理意識の醸成を図ります。 
 

② 管理不全空家等に対する措置 

適切な管理がされていない空家等については、管理不全空家等の判断基準に基づいた判定を

行い、指導及び勧告等の措置を講じることで、所有者等に対して空家等の適正な管理を促進します。 

 

 

■ 管理不全空家等に対する措置の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空家等の適正な管理と所有者に対する管理意識の醸成 ３ 
基本方針 地域課題（３）：空家等の適正管理に対する基本方針 

改
善
（自
主
修
繕
・解
体
） 

管理不全空家等の認定 

所有者等が判明している場合 所有者等が不明又は不存在の場合 

空家等の現場調査 
（管理不全空家等の判断基準に基づく調査） 

管理不全空家等の認定 

所有者等に対する指導 

所有者等に対する勧告 

固定資産税の特例対象 

（住宅用地特例制度）から除外 

 

特定空家等に対する措置に移行 

Ｐ21へ 

所
有
者
等
が
改
善
す
る
意
思
の
あ
る
場
合
（聞
き
取
り
、
相
談
等
を
行
う
） 

財産管理人制度活用の検討 

確知できた 

所有者等に 

措置を講じる 

権限がない場合 

※特定空家等に該当する場合 

建物の状態が急速に悪化した場合などは、 

管理不全空家等の指導・勧告を行わずに 

特定空家等の判定をすることがあります。 
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③ 特定空家等に対する措置 

特定空家等と判定された空家等は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、

生活環境の保全を図るために適切な措置を講じる必要があります。 

そのため、空家法に基づき、特定空家等に対する必要な措置として、助言又は指導、勧告及び

命令を行うとともに、措置を命じられた者がその措置を履行しない時、履行しても十分でない時、

履行しても完了する見込みがない時は、行政代執行法に従い、措置を命じられた者が本来履行

すべき措置の代執行を行います。 

空家法第22条に基づく特定空家等への措置の流れは以下のとおりです。 

 

■ 特定空家等に対する措置の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定空家等の認定 

所有者等が判明している場合 

所有者等が不明又は不存在の場合 

所
有
者
等
が
改
善
す
る
意
思
の
あ
る
場
合
（聞
き
取
り
、
相
談
等
を
行
う
） 

改
善
（自
主
修
繕
・解
体
） 

立入調査 

（特定空家等の判断基準に基づく調査） 

 所有者等に対する助言又は指導 

所有者等に対する勧告 

固定資産税の特例対象 

（住宅用地特例制度）から除外 

 

所有者等に対する命令の事前通知 

所有者等に対する命令 

標識の設置・公示 

所有者等に対する戒告 

行政代執行 

改善（解体） 

所有者等の再調査 

事前の公告 

財
産
管
理
人
制
度
の
活
用
の
検
討 

略式代執行 

緊急代執行 

※災害による非常時など、 

特定空家等が保安上著しく 

危険な状態にあるときに実施 

特定空家等の認定 
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■ 固定資産税の住宅用地特例 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例内容 

固定資産税 

小規模住宅用地 

面積が2００㎡以下の住宅用地 

（2００㎡を超える場合は、住宅1戸当たり2００㎡まで

の部分が対象） 

1/6に軽減 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 1/3に軽減 

 

④ 管理が困難な所有者等への支援 

所有者等が高齢であることや遠方に住んでいること等を理由に、空家等を管理することが

困難な場合には、中井町シルバー人材センターが行う空家等管理に関する業務を紹介し、所有

者等を支援します。 

また、管理状態の悪化により、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすような状態になった空家等

については、除却を促すことも有効な対策の一つとなるため、所有者等に対して除却に関する

相談や情報提供等を行います。 

 

■ 固定資産税納税通知書同封文書 
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第５章 空家等対策の推進体制 
 

 

１  空家等対策の実施体制 

（１）中井町空家等対策協議会 

本町では、空家法第８条第１項に基づく「中井町空家等対策協議会」を設置し、関係機関・関係

団体等と連携を図りながら、空家等対策の実施体制を整備します。 

「中井町空家等対策協議会」では、計画の作成、変更及び空家等対策の取組実施に関する協議等

を行います。 

 

（２）空家等対策の推進に向けた庁内関係課の役割分担 

本町の空家等における相談については、効果的・効率的な対応を行うため、以下のとおり庁内で

連携・役割分担を図り、適切な空家等対策を推進します。 

なお、町民等からの空家等に関する相談があった場合には、空家等に関する相談の総合窓口で

ある企画課が一時的に相談を受け、相談内容に応じて庁内関係各課の協力を仰ぎ対応します。 

 

担当課 担当項目 

企画課 

・空家等に関する相談の総合窓口に関すること 

・空き家バンクに関すること 

・利活用に関すること 

・移住・定住に関すること 

まち整備課 
・道路への影響に関すること 

・管理不全空家等・特定空家等に関すること 

産業環境課 

・ごみに関すること 

・雑草・樹木の繁茂に関すること 

・害虫、害獣（野生獣）、犬・猫に関すること 

地域防災課 ・防災・防犯に関すること 

税務町民課 ・税に関すること 

上下水道課 ・水道閉栓情報の提供等に関すること 

福祉課 ・障がい者や生活困窮者等の支援施策に関すること 

健康課 ・高齢者等の支援施策に関すること 
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■ 相談対応体系図 

ごみ、雑草・樹木の 

繫茂 火災予防・防犯 空家等の利活用 

土地・建物に 

かかる税 

高齢者等の 

空家等所有 その他 

相談 回答 

企画課 
・空家等に関する相談の総合窓口 

・空き家バンク、利活用、移住・定住に関すること 

情報の提供・共有、連携等 

ま
ち
整
備
課 

産
業
環
境
課 

地
域
防
災
課 

税
務
町
民
課 

福
祉
課 

健
康
課 

・
道
路
へ
の
影
響
に
関
す
る
こ
と 

・
管
理
不
全
空
家
等
・
特
定
空
家
等
に
関
す
る
こ
と 

・
ご
み
に
関
す
る
こ
と 

・
雑
草
・
樹
木
の
繁
茂
に
関
す
る
こ
と 

・
害
虫
、
害
獣
（
野
生
獣
）
、
犬
・猫
に
関
す
る
こ
と 

・
防
災
・
防
犯
に
関
す
る
こ
と 

・
税
に
関
す
る
こ
と 

・
障
が
い
者
や
生
活
困
窮
者
等
の
支
援
施
策
に
関
す
る

こ
と 

・
高
齢
者
等
の
支
援
施
策
に
関
す
る
こ
と 

上
下
水
道
課 

・
水
道
閉
栓
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
こ
と 
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２  進捗管理 

 

本計画を進めていく上で、「Plan（計画）」、「Do（実施）」、「Check（評価）」、「Act（改善）」の

PDCAサイクルによる適切な進捗管理を行います。 

また、住宅・土地統計調査などの統計調査の結果や社会情勢の変化、法令や国の補助制度等の

改正などにより、必要に応じて、適宜計画の見直しを行うとともに、地域の関係団体等と相互

に連携・協力し、総合的な空家等対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ ＰＤＣＡサイクル 

（計画） 

（実施） 

（評価） 

（改善） 
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資料編 

 

 

１  中井町空家等対策協議会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第７条に規定する

空家等対策計画の作成等及びその他空家等に関する対策の推進を目的として、同法

第８条第１項の規定に基づき、中井町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設置

する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

(2) 管理不全空家等又は特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

(3) 管理不全空家等又は特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

(4) 空家等の活用に関すること。 

(5) その他空家等対策に関し必要と認められる事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、委員10人以内で組織する。 

２ 前項の委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) その他町長が必要と認めた者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任することができる。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから

会長が指名する。 

２ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 
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（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又

は意見を聴くことができる。 

 

（秘密の保持） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（報酬） 

第７条 協議会への出席に対する委員報酬は、別に定める。 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、企画課で処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年５月13日から施行する。 
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２  中井町空家等対策協議会委員名簿 

 

氏名 組織・団体等 備考 

戸村 裕司 中井町長 町長 
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建築士 
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